
２ 

３ 

市民相談室 階段 

戸籍住民課 

健康支援課 

会計課 

車寄せ 
階段 

トイレ 

相談室 

長寿 
あんしん課 

社会福祉課 

こども福祉課 

ファミリー 
サポート 
センター 

玄関 

ロビー 

行政資料 
コーナー 

（有料コピー機） 

エレベーター 

１ 

　コンビニエンス 
●ストア 

和光市駅 

GS● 

●総合 
　児童センター 外

か
ん 

東武東上線 至あさか 至なります 

図書館● 

市役所 

●消防署 

〒 

保健センター 第ニ中● 
広沢小● ● 

福祉事務所（市役所本庁舎１階）

住 所 〒３５１―０１９２ 和光市広沢１―５
� ０４８―４６４―１１１１

（代表）
FAX ０４８―４６６―１４７３

ホームページ
http : //www.city.wako.saitama.jp/
E-mail
・社会福祉課
d0100@city.wako.lg.jp
・こども福祉課
d0200@city.wako.lg.jp
・長寿あんしん課
d0300@city.wako.lg.jp

�社会福祉課（障害給付担当・保護担当・援護担当）
市役所社会福祉課では、身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳の受付け、各種手当の給付などを行
っています。
心身に障害のある人のさまざまな相談や、日常生活に必
要な支援は地域生活支援センターで行います。

�こども福祉課（児童担当・こども医療担当・保育担当）
・保育、児童に関すること
・こどもの医療に関すること

�長寿あんしん課（長寿いきがい担当・介護福祉担当・後
期高齢者医療制度担当）
・介護保険に関すること
・いきいきクラブに関すること

第１章 相談窓口
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　コンビニエンス 
●ストア 

和光市駅 

GS● 

●総合 
　児童センター 外

か
ん 

東武東上線 至あさか 至なります 

図書館● 

● 
 市役所 

●消防署 

〒 

保健センター 第ニ中● 
広沢小● 

●和光市役所 

●税務大学校 
樹林公園 

国道254号 

司法研修所● 

至朝霞 至成増 

● 
総合福祉会館 
ゆめあい和光 

地域生活支援センター（総合福祉会館内）

住 所 〒３５１―０１０４ 和光市南１―２３―１
総合福祉会館２階
社会福祉課（障害者支援担当）
� ０４８―４５２―７６０２
FAX ０４８―４５２―７６０３

E-mail s-center@city.wako.lg.jp

障害者自立支援法が１８年１０月１日から本格
的に施行され、障害者のための相談支援事業
が強化されました。
障害者相談支援業務を行う障害者支援担当
は、総合福祉会館２階の地域生活支援センタ
ーに移りました。心身に障害のある人のさま
ざまな相談や、日常生活に必要な支援を行っ
ています。

保健センター

住 所 〒３５１―０１０６ 和光市広沢１―５
� ０４８―４６５―０３１１
FAX ０４８―４６５―０５５７

E-mail d0401@city.wako.lg.jp

妊婦健診、乳幼児健診、乳幼児相談、家庭
訪問等の母子健康事業をとおして、子どもの
健やかな成長と子育て支援を行なっています。
また、健康診査、がん検診、各種健康教室、
健康相談、栄養相談等の成老人保健事業をと
おして、市民の健康づくりを行なっています。
※広報の保健のページに毎月の事業の内容
・日時を掲載しています。
※毎年、４月に『保健センターガイド』を
発行しています。

第
１
章

相
談
窓
口

11



403 
会議室 

階段 

図書室 

研修室 

402 
会議室 

401 
会議室 階段 

404 
会議室 

学校給食協会 

生涯学習課 

学校教育課 

教育総務課 

エレベーター 

トイレ 

教
育
長
室 

教
育
相
談
室 

１ 

２ 

　コンビニエンス 
●ストア 

和光市駅 

GS● 

総合 
児童センター 外

か
ん 

東武東上線 至あさか 至なります 

図書館● 

● 
 市役所 

●消防署 

〒 

保健センター 

第ニ中● 
広沢小● ● 

本町 
小学校 

● 

教育委員会学校教育課・教育総務課（市役所本庁舎４階）

住 所 〒３５１―０１９２ 和光市広沢１―５
� ０４８―４６４―１１１１（代表）

０４８―４２４―９１４８（直通）
FAX ０４８―４６４―７９０１

E-mail ・学校教育課
h0200@city.wako.lg.jp
・教育総務課
h0100@city.wako.lg.jp

障害のある幼児・児童・生徒についての就学相談・教育
相談を行っています。

� 学校教育課
・学校教育に関すること
� 教育総務課
・教育委員会、教育委員に関すること
・学校の施設・設備等に関すること

教育支援センター（本町小学校内２階）

住 所 〒３５１―０１１４ 和光市本町３１―１７
� ０４８―４６６―８３４１

（子ども教育相談）
FAX ０４８―４６６―８３４１

友達のことや学校のことなどの悩みについ
て、教職経験の豊富な相談員がそれぞれの悩
みに応じて相談を受けています。何らかの理
由があって登校できない児童生徒に対して、
適応指導教室も開設しています。必要に応じ
て関係の専門機関を紹介します。

第
１
章

相
談
窓
口

12



●防衛医科大学 
● ● 

● ●市立図書館 

国
道
4
6
3
号 

西武新宿線 至本川越 
至
所
沢
 

航空公園駅 

所沢航空 
記念公園 

並
木
通
り
 

国立リハビリ 
テーションセンター 
　　　● 

公園通り 

文 

文 

警察署 
県税事務所 

市役所 

埼玉県所沢児童相談所 

●陸運事務所 
　自動車税事務所 

●大宮 
花の丘 

至
熊
谷 

至
熊
谷 

上
尾
駅 

宮
原
駅 

荒
川 

17
号
バ
イ
パ
ス
 

国
道
17
号
線 

中
山
道 

西大宮バイパス 
至川越 

指扇駅 日進駅 

リハビリ 
センター入口 

総合リハビリテー 
ションセンター 

埼玉県所沢児童相談所

住 所 〒３５９―００４２
埼玉県所沢市並木１―９―２
� ０４―２９９２―４１５２
FAX ０４―２９９４―１４２０

１８歳未満の児童に関するあらゆる問題につ
いて相談に応じるとともに、専門的な調査・
判定・指導を行っています。

【相談内容】
１８歳未満の児童についての養護に関する相
談、虐待に関する相談、非行に関する相談、
障害に関する相談、不登校に関する相談、性
格や行動の問題に関する相談、里親に関する
こと、保健指導に関することなど。

埼玉県総合リハビリテーションセンター

住 所 〒３６２―８５６７
埼玉県上尾市西貝塚１４８―１
� ０４８―７８１―２２２２

（代表）
FAX ０４８―７８１―１５５２

ホームページ
http : //www.pref.saitama.lg.jp/A 03/
BE 01/rihasen/

主として１８歳以上の身体障害者・知的障害
者を対象として、医師・福祉司・心理判定員
・職能判定員などが、専門的な立場からいろ
いろな相談に応じるとともに、判定・指導を
行っています。

【センターの内容】
（１）相談・判定部門
（２）医療部門
（３）施設部門
（４）研究・開発・研修部門
（５）手帳の交付
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朝
霞
駅 ● 

朝霞市役所 

● 
中央公園 

● 
朝霞郵便局 

朝霞保健所 

国道254号 
至新座 至和光 

至
志
木 

至
和
光 

東
武
東
上
線 

がんセンター 
● 

がんセンター 
北口 

 丸山駅 
ニューシャトル 

上越新幹線 

至大宮 

埼玉県立 
精神保健福祉センター 
埼玉県立 
精神医療センター 

埼玉県朝霞保健所

住 所 〒３５１―００１６
埼玉県朝霞市青葉台１―１０―５
� ０４８―４６１―０４６８
FAX ０４８―４６０―２６９８

E-mail j６１０４６８＠pref.saitama.lg.jp
ホームページ
http : //www.pref.saitama.lg.jp/A 04/BA 04/

保健衛生の向上及び増進のため、体や心の
病気の相談や指導を行っています。また、次
の医療助成の申請・受付等を行っています。
�特定疾患医療給付 �小児慢性特定疾患医
療給付 �先天性血液凝固因子欠乏症 �育
成医療 �療育医療給付 �未熟児養育医療
給付 �妊娠中毒症療養援助費支給 �不妊
治療費 	結核医療費公費負担 
被爆者援
護

埼玉県立精神保健福祉センター・精神医療センター

住 所 〒３６２―０８０６
埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８―２
� ０４８―７２３―１１１１

（代表）
FAX ０４８―７２３―１５５０

ホームページ
http : //www.pref.saitama.lg.jp/A 03/
BE 02/top.htm

� 精神保健福祉センターは、県民の精神保
健の向上、並びに精神障害者の福祉の増進
及び社会復帰の支援を行っています。

【申込み】
相談は、来所相談を原則としています。概ね思春期から青年期・成人期の方を対象として
います。相談を希望される人は、電話で予約してください。
予約専用電話（�０４８―７２３―６８１１）

※ この他に「こころの電話」として、家庭や学校での悩み、人間関係などのこころの健康
についての相談専用電話（�０４８―７２３―１４４７）が設置してあります。

� 精神医療センターは、県民病院として地域の医療機関では対応が困難な方を対象に短期
の治療を目指し診療を行っています。また依存症や児童思春期の専門治療を行っています。
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蓮
田
駅 

東
大
宮
駅 

至大宮 

至宇都宮 

岩槻IC

国道16号 
丸ヶ埼交差点 

関山交差点 

小児医療 
センター 

東
北
自
動
車
道 

大
宮
栗
橋
線 

精神科救急情報センター

夜間・休日における緊急的な精神医療相談を電話で受け付けています。相談内容から、適
切な助言を行い、必要に応じて医療機関の紹介を行います。
【精神科救急電話】� ０４８―７２３―８６９９（ハローキューキュー）

受付時間 平日（月～金） １７：００～翌朝８：３０
休日（土・日・祝日）８：００～翌朝８：３０

【お願い】 ・医療機関等の状況により、ご要望にお応えできないことがあります。
・かかりつけの医療機関がある人は、まずそちらにご相談ください。
・緊急性の高い相談に対応することを業務としていますので、時間をかけた継
続的な相談はご遠慮ください。
・精神科救急医療以外の精神保健福祉に関する相談については、平日に和光市
地域生活支援センター・保健所・埼玉県立精神保健福祉センターへご相談く
ださい。
※平日（月～金）日中の時間帯（８：３０～１７：００）の精神科救急医療に関する
相談については、朝霞保健所（�０４８―４６１―０４６８）にご相談ください。

埼玉県立小児医療センター

住 所 〒３３９―８５５１
埼玉県さいたま市岩槻区
大字馬込２１００
� ０４８―７５８―１８１１
FAX ０４８―７５８―１８１８

E-mail n５８１８１１＠pref.saitama.lg.jp
ホームページ
http : //www.pref.saitama.lg.jp/A 80/BA 03/

小児専門病院として未熟児・新生児に対す
る高度医療をはじめ、一般医療機関では対応
困難な疾患の診療を行っています。このため、
地域の医療機関（医師）からの紹介を原則と
しています。小児の休日夜間の救急医療体制
を支援するため、２４時間３６５日救急患者の受
け入れを行っています。
医療の提供のほか、こどもの成長と発達に
とって必要な保健・発達支援との一体的な運
営を行い、さらに教育との連携を図っていま
す。
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至
浦
和
駅 

与
野
駅 

国
道
17
号 

至
大
宮 

旧
中
山
道 ● 

太陽生命 

● 
浦和テクノ 
シティビル 

　● 
さくら浦和ビル 

● 
常盤北小学校 

常盤中学校● 

●北浦和住宅 

彩の国 
すこやかプラザ 

●和光市役所 

●税務大学校 
樹林公園 

国道254号 

司法研修所● 

至朝霞 至成増 

● 
総合福祉会館 
ゆめあい和光 

（社福）和光市社会福祉協議会（総合福祉会館１階）

住 所 〒３５１―０１０４ 和光市南１―２３―１
� ０４８―４５２―７６００

（代表）
FAX ０４８―４６５―８３０８

E-mail info@wako-shakyo.or.jp
ホームページ
http : //www.wako-shakyo.or.jp

和光市社会福祉協議会（社協）は、市民の
皆さんとともに、地域で支えあい、住み慣れ
た地域で安心して暮らせるよう、ボランティ
ア団体や福祉団体、自治会、民生委員など、
市民の皆さんの参加と協力による、地域福祉
の推進をはかる民間の団体で、社会福祉法に
「地域福祉を推進することを目的とする団
体」と位置づけられています。

（社福）埼玉県社会福祉協議会 権利擁護センター

住 所 〒３３０―８５２９
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷
４―２―６５ 彩の国すこやかプラザ内
� ０４８―８２２―１１９４

（代表）
FAX ０４８―８２２―１４０６

ホームページ
http : //www.fukushi-saitama.or.jp/
saitama 06/nayami.htm
（埼玉県社会福祉協議会）

権利擁護相談（� ０４８―８２２―１２０４）
認知症高齢者や障害のある人の生活上のさまざまな相談を受けています。

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（� ０４８―８２２―１２９９）
高齢者や障害のある人の福祉サービスの手続きや日常の金銭管理などを援助しています。

福祉サービス苦情解決事業（埼玉県運営適正化委員会）（� ０４８―８２２―１２４３）
福祉サービス事業者に相談しても解決しない福祉サービス利用についての苦情相談を受け
ています。

第
１
章

相
談
窓
口

16



埼玉県発達障害支援センター「まほろば」
住 所 〒３５０―０８１３ 埼玉県川越市大字平塚新田字東河原２０１―２

� ０４９―２３９―３５５３ FAX ０４９―２３３―０２２３
E-mail autism.s.c.keyaki@ninus.ocn.ne.jp
ホームページ http : //www 10.ocn.ne.jp/̃mahoroba/index.html
自閉症、発達障害児（者）及びその家族、保育所・教育機関・施設・相談機関等の関係機関
に対する相談支援や、支援技術向上のための研修・啓発活動を行っています。
【相談内容】
相談支援・療育支援・就労支援・普及啓発及び研修・連携

民生委員 児童委員
障害児・者や地域の要援護者に対し、相談や自立更生を援助を行うとともに、行政や関係
機関とのパイプ役として社会福祉の増進に努めています。
【問合せ】和光市社会福祉協議会（→１６ページ）

緊急時（事件・事故）の連絡先

●メール１１０番
聴覚に障害のある人又は言葉が話せない人が、事件や事故にあったときに、携帯電話の電
子メールやパソコンのインターネット機能を利用して緊急通報を受理します。

メールアドレス：１１０ban@mail.police.pref.saitama.jp

●FAX１１０番
聴覚に障害のある人又は言葉が話せない人が、事件や事故にあったときに、ファックスを
利用して緊急通報を受理します。

ＦＡＸ番号： ０１２０－２６４－１１０
【問合せ】埼玉県警察本部 〒３３０―８５３３ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３―１５―１

� ０４８―８３２―０１１０（代表）

聴覚障害者等 専用 FAX・メール１１９（消防署）
聴覚や言語に障害のある方が事故や急病などで救急車を要請するときや火災を通報するた
めに「緊急時 FAX」と「メール１１９」を設置しています。
●「緊急時 FAX」による通報
�「緊急通報カード」に必須事項を記入して１１９番をダイヤルし、FAX送信します。（FAX
は０４８―４６１―６１１９でも送信できます。）
�消防で受信した場合は、すぐに救急車などが出動したことを返信します。
●携帯電話の「メール１１９」による通報
�通報内容を入力し、メール送信します。
通報内容は、救急、火災などの種別、来てほしい場所などです。
�消防でメールを受信すると、救急車などを出動させ、通報確認の返信メールを送ります。
※事前に、氏名、住所、メールアドレスなどを登録する必要があります。

【問合せ】埼玉県南西部消防本部指令第１課
〒３６１―００２３ 朝霞市溝沼１―２―２７
� ０４８―４６０―０１２３ FAX ０４８―４６０―０１２５
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